
2020年6月11日

相模大野職員の住宅外壁等改修工事設計業務
　　（公告/公示日：2020年5月25日／調達管理番号：20a00208）の質問に関し、以下の通り回答いたします。

通番 該当頁 項  目 質  問 回  答

1 その他
今回は設計業務の入札ですが、仮に弊社に決定しなくても、次の外壁等の改修
工事に関する入札時においても再び参加することはできるのでしょうか？ま
た、落札できたとしても、同じく参加はすることはできるのでしょうか？

工事の入札に関しては、本件入札の落札者ではない社については、応札可能です。
本件入札の落札者については、工事の入札には参加できない、利益相反の条項を追加する予定で
す。

2 P6 ７.下見積書
下見積書提出から、入札までに検討状況により見積内容及び金額の変更が発生
することが考えられますが宜しいでしょうか。

下見積もりはあくまで市場価格の調査であり、入札金額と同額の必要性はありません。

3 その他 相模大野職員社宅の建築図面の閲覧は可能でしょうか。 竣工図の閲覧は可能です。

4 その他 相模大野職員社宅の修繕履歴を確認させていただくことは可能でしょうか。 修繕履歴の確認はできません。

5 その他 入札までに再度の現地調査を行うことは可能でしょうか。 可能です。

6 P14 （２）
外壁改修工事に伴う調査は外壁打診調査とし、手の届く範囲程度と考えてよろ
しいでしょうか。

現地調査は歩行可能な範囲からの目視、手が届く範囲での打診等を想定しております。足場等を設
置しての調査は不要です。

7 P15 ④ アスベスト調査は何検体見込めばよいでしょうか。
本契約において、4箇所（屋根材 材料毎・部位毎、外壁塗材）のサンプリング調査を実施とし、見
積計上願います。最終的な検体採取箇所は、落札者と契約締結後に確定します。

8 P1 ２.競争参加資格（５）
「設計・監理業務を請負った実績」とありますが、「設計および監理業務」で
しょうか、「設計または監理業務」でしょうか。

次の通りに修正します。「設計・監理業務」→「設計業務もしくは設計および監理業務」。
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